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著者らはこれまで都内で発生した化学性食中毒事例を報

告してきた1-5）．

今回は平成12年に発生した化学物質及び自然毒による食

中毒等の事例のうち，フグによる食中毒，ヒスタミンによ

る有症苦情，鍋から溶出した銅による食中毒，ツキヨタケ

による食中毒及び洗剤の混入による有症苦情について報告

し，今後の食中毒発生防止のための参考に供することとす

る．表１に平成12年に発生した食中毒等事例の概要をまと

めて示した．

１．フグによる食中毒；事例１

事件の概要 ２月６日千葉県方面に釣りに行ったグループ

が，自ら釣ったフグを持ち帰り，グループの１人が調理し

同日17時頃８人でフグ刺しとフグ鍋を摂食した．そのうち

の１人が同日18時過ぎ，口のしびれ及び手先のしびれを感

じ病院で受診した．もう１人は自宅で苦しんでいるところ

を家族に発見され，同日22時30分救急車で病院に搬送され

た．症状は呼吸困難，運動麻痺及び顔面と前胸部に発赤と

発疹が認められ，胃洗浄，人工呼吸器による呼吸確保等の

処置を受けた．

①試料 患者の血液，フグの内臓や皮等調理残品（加熱前）

及びフグ鍋残品（加熱済）

②原因物質の検索 フグは調理残品の皮の紋様及びひれの

形態から，ヒガンフグFugu pardalis及びショウサイフグ

Fugu vermicularis vermicularisと鑑定した．患者２名がいず

れもしびれ等の症状を呈していること及び摂食状況から，

フグによる食中毒が疑われた．そこで，衛生試験法・注解

のマウス単位法６）によりフグ毒の検査を行った．すなわ

ち，磨砕した試料10 gに0.1％酢酸を加え，沸騰水中で10

分間抽出し，ろ過後，ろ液に0.1％酢酸を加え50 mLとした

ものを試験溶液とした．試験溶液1 mLを体重16～21 gの

ddY系雄マウスの腹腔内に投与し，致死時間からマウス単

位（MU）を求めた．

その結果，加熱前の肝臓６検体すべてからフグ毒が検出

された．毒量は，それぞれ3,900，560，480，460，42及び

10 MU/gであった．また，ひれからも45 MU/gのフグ毒が

検出された．一方，フグ鍋残品及び患者の血液からはフグ

毒は検出されなかった．

③考察 フグ毒はフグの種類，皮や内臓等の部位あるいは

個体差により毒量が大きく異なる7）．フグの安全性確保に

ついては，厚生省環境衛生局長通知8）で，処理等により人

の健康を損なうおそれがないと認められるフグの種類及び

部位が定められている．ヒガンフグは筋肉のみが，ショウ

サイフグは筋肉と精巣が食用に供することができる部位で

ある．

患者２名はいずれも肝臓を摂食していたことから，主に

肝臓についてフグ毒の試験を行った．その結果，１検体は

通常摂食する量ではほとんど問題がないと考えられる10

MU/gであったが，その他はいずれも毒量が多く，特に１

検体は3,900 MU/gと数グラム摂取するだけで人の致死量

である10,000 MUに達してしまうほど高濃度のフグ毒が検

出された．これらの結果及び患者の症状から本事例は，フ

グの肝臓を摂食したことによる食中毒であると断定した．

２．フグによる食中毒；事例２

事件の概要 12月24日豊島区在住の男性が，千葉県大原方

面で釣ったショウサイフグと思われるフグを自分で調理

し，同日19時頃フグ雑炊として摂食したところ，25日午前

２時頃から両手がしびれ，午前５時には歩行が困難になり，

午前５時37分病院に救急搬送された．



160 Ann. Rep. Tokyo Metr. Res. Lab. P.H., 52, 2001

①試料 患者の血液及びフグのひれ

②原因物質の検索 患者がフグの肝臓を摂食していること

及びその症状からフグによる食中毒が疑われた．そこで事

例１と同様マウス単位法6）によりフグ毒の検査を行った．

その結果，患者の血液からはフグ毒は検出されなかったが，

ひれからは９MU/gのフグ毒が検出された．

③考察 患者はフグの筋肉と肝臓を摂食していたが，これ

らの残品はなく，フグの試料はひれのみであった．フグ毒

の部位別の毒量は，一般に皮やひれよりも肝臓や卵巣に多

いことが知られている7）．本事例ではひれから９MU/gの

フグ毒が検出されたが，患者の摂食した肝臓にはより高濃

度のフグ毒が含まれていたと考えられる．

フグによる食中毒は全国で年平均28件発生し患者数45

人，死者数5.6人である（昭和55年～平成９年）．60％以上

が家庭での事例であり，自ら釣ったフグを素人が調理して

中毒を起こす事例が多い．同様に釣り船等でも素人料理が

原因で多く中毒が発生している．今回の事例同様，フグの

調理資格を持たない者による調理が，非常に危険であるこ

とを示している．

３．ヒスタミンによる有症苦情

事件の概要 ４月３日13時頃，都内の専門学校に通学して

いる学生が，飲食店で昼食に「マグロのケチャップかけ，

胚芽米ご飯，赤米ご飯，大根のひき肉あんかけ」を摂食し

た．摂食約15分後，顔面紅潮，頻脈，発熱等の症状を呈し，

救急車で病院に搬送された．

①試料 原材料のカジキマグロ　

②原因物質の検索 患者の摂食状況及び症状から，原因食

品はマグロのケチャップかけが，原因物質はヒスタミン等

の不揮発性腐敗アミンが疑われた．患者の摂食残品は無か

ったため，飲食店に残っていた原材料のカジキマグロにつ

いて不揮発性腐敗アミン類の分析を行った．分析対象とし

たアミンは，ヒスタミン，カダベリン，チラミン，スペル

ミジン及びプトレシンである．試料に水を加えホモジナイ

ズ後，トリクロロ酢酸で除たんぱくを行い，ろ過し試験溶

液とした．試験溶液を３枚のシリカゲルプレートにスポッ

トした．展開溶媒：アセトン－アンモニア水（9：1），ア

セトニトリル－アンモニア水（5：1），クロロホルム－メ

タノール－アンモニア水（2：4：3）でそれぞれ展開した．

展開後，フルオレスカミン溶液を噴霧した後，紫外線照射

下で蛍光スポットの有無を確認し，さらにニンヒドリン溶

液を噴霧して赤紫色スポットの確認を行った．次いで，標

準品及び試験溶液の一定量を分取し，ダンシルクロライド

で蛍光ラベル化した後HPLCで分析を行った．HPLC条

件：カラム；Inertsil ODS-80A（4.6 mm i.d.×250 mm），

移動相；アセトニトリル－水（62：38），流速；1.5 mL/min，

カラム温度；40℃，励起波長；325 nm，蛍光波長；525

nmで行った．

その結果，原材料のカジキマグロからヒスタミンが

530 mg％検出された．なお，カダベリン，チラミン，ス

ペルミジン及びプトレシンは検出されなかった．

③考察　ヒスタミンによる食中毒は，魚介類中の遊離のヒ

スチジンが，Morganella morganii等のヒスチジン脱炭酸酵

素産生菌の増殖により，ヒスタミンが生成されることによ

り発生する．したがって，これまで発生したヒスタミンに

よる食中毒事例でも，イワシ，マグロ，ブリ等遊離のヒス

チジンを多く含有する魚種で多く発生している．症状は，

吐き気，嘔吐，腹痛，下痢，頭痛，顔面紅潮，発疹等で，

発症時間は摂食直後から１時間以内の事例が大半である．

ヒスタミンによる食中毒は過去の事例では，100 mg％以

上の濃度で発生している9-11）．本事例では，原材料のマグ

ロから高濃度のヒスタミンを検出したこと及び患者の症状

から原因物質はヒスタミンであると判断した．

４．銅が混入した焼きそばによる食中毒

事件の概要 ７月18日12時頃，都内で焼きそばを製造，販

売している商店から，２家族が焼きそばを購入し，それぞ

れの家で12時50分頃摂食したところ，双方の家族合計８人

のうち７人が，食後10分位から，吐き気，嘔吐，腹痛，下

痢等の症状を呈し，２名が救急車で病院に搬送された．

①試料 双方の家庭に残されていた焼きそば２検体（冷蔵

庫に保管されていたもの１検体，流しに捨てられていたも

の１検体）

②原因物質の検索 症状及び摂食時苦みを感じた患者がい

ること等の状況から，重金属あるいは洗剤の混入が疑われ

た．そこで，重金属と洗剤等について分析を行った．重金

属については，試料に硫酸及び硝酸を加え湿式灰化を行い，

ICP発光分光分析計により分析を行なった．

その結果，２検体のいずれからも，310μg/g及び180μg/g

と高い濃度の銅が検出された．一方，その他の重金属は特

に異常な値は検出されず，また洗剤も検出されなかった．

③考察 銅化合物は局所刺激作用を有し12），経口摂取の

表１．平成12年に発生した化学性食中毒等の概要

年 月 発症時間 患者数 喫食者数 原因食品 症　状 原因物質

平成12 ２ １時間 2 8 フグ刺し,フグ鍋 口のしびれ,手のしびれ,呼吸困難, フグ毒

運動麻痺,発赤,発疹

４ 15分 1 1 マグロのケチャップかけ 顔面紅潮,頻脈,発熱 ヒスタミン

７ 10分 7 8 焼きそば 吐き気,嘔吐,腹痛,下痢 銅

10 １時間 6 6 キノコ汁 吐き気,嘔吐 ツキヨタケ

11 直後 1 5 ナス入りオムレツ 舌のしびれ,嘔吐 界面活性剤

12 ７時間 1 1 フグ雑炊 手のしびれ,歩行困難 フグ毒
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場合嘔吐等の症状を起こすことが考えられる．硫酸銅は吐

剤として使用されていたこともある13）．

保健所の調査によると，この商店では焼きそばの調理に

銅製の鍋を用いており，鍋の洗浄等，取り扱いに問題があ

ったことが明らかになった．不適切な取り扱いにより，銅

が溶出し食中毒が発生したものと考えられた．

過去にも，銅の溶出による中毒が家庭で発生している1）．

銅製の鍋を用いてスープを作り，鍋に入れたまま冷蔵庫に

一晩保管し，翌朝このスープを摂食し，吐き気，嘔吐等の

症状を呈した事例である．スープの具の部分から280μg/g

の銅が検出された．スープを作った当日摂食した際には異

常が無かったことから，この事例も保管中に銅が溶出した

ものと推察された．

銅製の調理器具を使用する際は，使用の前後にきちんと

洗い，錆やひどい傷がないことを確かめること，及び調理

器具に食品を入れて長時間放置しない等の注意が必要であ

る．

５．ツキヨタケによる食中毒

事件の概要 10月15日都内在住の２家族６名が新潟県内の

山林で地元で「カタハ」と呼ばれているキノコを採取した．

翌16日一方の家族の自宅に集まり，採取したキノコを調理

し20時から21時にかけてキノコ汁を摂食したところ，６名

全員が21時30分頃から，吐き気，嘔吐等の症状を呈した．

①試料 患者宅に残されていた調理済みのキノコの一部

②原因物質の検索 キノコは黄土色，傘の部分の一部で長

さ約８cm，柄は無かった．胞子は直径12～14μm球形，

菌糸はクランプを有しており，担子器は60～70×20μmで

あった．Melzer液による呈色反応では，これらはいずれ

も非アミロイドであった．以上の特徴からツキヨタケ

Lampteromyces japonicusと鑑定した．

③考察 ツキヨタケはブナ等の枯れ木に発生し，半円形で

長径10～25 cm幼菌では黄褐色，成熟すると紫褐色となる．

シイタケ，ヒラタケ，ムキタケ等と外見が類似しているた

め誤認して食中毒が発生している．症状は吐き気，嘔吐，

腹痛，下痢，頭痛，倦怠感等である．クサウラベニタケに

次いで中毒事例の多いキノコで，全国のキノコによる食中

毒発生件数の26％を占める．死亡事例も報告されている14）．

患者らはスギに生えていた「カタハ」とナラに生えてい

た類似のキノコを採取していた．ヒラタケを「カタハ」と

呼ぶ地方もあり，本事例も「カタハ」はヒラタケと考えら

れることから，ヒラタケと誤認してツキヨタケを採取し中

毒が発生したものと推察された．

毒キノコの見分け方や食中毒を起こさない食べ方には多

くの言い伝えがあるが，迷信によるものがほとんどであり

確実なものはない．キノコによる食中毒を防止するには，

一本ずつ確実に鑑定された食用のキノコ以外は口にしない

ことが大切である．

６．洗剤が混入したオムレツによる有症苦情

事件の概要 11月３日午前４時30分，飲食店でナス入りオ

ムレツを摂食した５人のうち１名が摂食直後舌のしびれを

感じ，次いで嘔吐した．他の４人は口に含んだだけですぐ

に吐き出した．

①試料 患者の摂食残品のナス入りオムレツ

②原因物質の検索 患者の症状及び厨房におけるオムレツ

の調理状況から洗剤の混入が疑われた．発泡試験を行った

ところ，試料を蒸留水で10,000倍に希釈した場合でも発泡

が認められた．

当該飲食店で使用していた合成洗剤が非イオン系界面活

性剤の表示があったことから，非イオン系界面活性剤の分

析を行った．Kieselgel 60プレートに，試料から抽出した

試験溶液及び飲食店で使用中の合成洗剤を希釈してスポッ

トし，展開溶媒：酢酸エチル－アセトン－水（55：35：10）

で展開した．展開後，ヨウ素蒸気によりスポットのパター

ンを確認した．次いで，ヨウ素蒸気留去後ドラーゲンドル

フ試薬を噴霧しスポットのパターンを確認した．

その結果，ヨウ素蒸気下においては試料溶液及び飲食店

の合成洗剤いずれも同様な橙褐色スポットのパターンが認

められた．また，ドラーゲンドルフ試薬噴霧後においても

試料溶液及び飲食店の合成洗剤，いずれも同様な橙色スポ

ットのパターンが認められ，非イオン系界面活性剤である

ことが確認された．

③考察 薄層クロマトグラフィーによる分析の結果，オム

レツ残品から，飲食店で使用中の合成洗剤と同一の非イオ

ン系界面活性剤が確認された．当該飲食店で使用していた

合成洗剤は，１Lの取っ手付きポリエチレン製容器入りで，

容器は油で汚れており，サラダ油の容器と類似していた．

また，保健所の調査により，当時専任の調理担当者が多忙

なため，別の従業員が調理したことが明らかとなった．以

上のことから，不慣れな従業員が，合成洗剤を油と誤認し

て調理に使用したものと推察された．

食品に誤って洗剤を混入してしまう事例は，都内でもし

ばしば発生しているが，そのほとんどが，洗剤を別の容器

に入れ替えたり，担当者が変わった時に発生している2，4）．

本事例も洗剤の管理が不適切であったと考えられる．洗剤

の食品への混入を防止するためには，保管場所や容器を食

品と明確に区別することが必要である．

以上，平成12年に発生し原因物質の究明を行った化学性

食中毒等の事例のうち，フグの素人料理による食中毒，カ

ジキマグロのヒスタミンによる有症苦情，銅が混入した焼

きそばによる食中毒，ツキヨタケによる食中毒，洗剤が混

入したオムレツによる有症苦情について報告した．

これらの調査は衛生局生活環境部食品保健課及び各関連

の保健所と協力して実施したものである．
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